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番号 条例名 あらまし 公布日 施行日 担当課

38
島田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支
給に関する条例の一部を改正する条例

令和２年10月の人事院勧告により、国家公務員の給与の引き下
げが行われたことを受け、本市においても国と同様に、市議会
議員の期末手当の支給割合を引き下げるため、条例の一部を改
正しました。

R2.11.30
R2.12.1
（原則）

議会事務局

39
島田市特別職の職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例

令和２年10月の人事院勧告により、国家公務員の給与の引き下
げが行われたことを受け、本市においても国と同様に、市長及
び副市長の期末手当の支給割合を引き下げるため、条例の一部
を改正しました。

R2.11.30
R2.12.1
（原則）

人事課

40
島田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務
条件に関する条例の一部を改正する条例

令和２年10月の人事院勧告により、国家公務員の給与の引き下
げが行われたことを受け、本市においても国と同様に、教育長
の期末手当の支給割合を引き下げるため、条例の一部を改正し
ました。

R2.11.30
R2.12.1
（原則）

人事課

41
島田市病院事業管理者の給与に関する条例の
一部を改正する条例

令和２年10月の人事院勧告により、国家公務員の給与の引き下
げが行われたことを受け、本市においても国と同様に、病院事
業管理者の期末手当の支給割合を引き下げるため、条例の一部
を改正しました。

R2.11.30
R2.12.1
（原則）

病院総務課

42
島田市職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例

令和２年10月の人事院勧告により、国家公務員の給与の引き下
げが行われたことを受け、本市においても国と同様に、一般職
の職員の期末手当の支給割合を引き下げるため、条例の一部を
改正しました。

R2.11.30
R2.12.1
（原則）

人事課

43
島田市大津財産区議会の議員その他非常勤の
職員の公務災害補償等に関する条例の一部を
改正する条例

平成19年４月に公布された雇用保険法等の一部を改正する法律
の施行による地方公務員災害補償法の一部改正に伴い、船員保
険の被保険者を対象職員から除外する旨の規定の削除等をする
ため、条例の一部を改正しました。

R2.12.28 公布の日 市民協働課

44
島田市大津財産区財産条例等の一部を改正す
る条例

大津財産区に関する例規について、用語を整理し、表記を統一
するため、３つの条例を一括して改正しました。

R2.12.28 公布の日 市民協働課

45 島田市建築審議会条例
島田市附属機関等に関する指針に基づき、設置目的、所掌事務
が類似している審議会を島田市建築審議会として統合するた
め、新たに条例を制定しました。

R2.12.28 R3.4.1 建築住宅課

46
島田市税外諸収入の督促及び延滞金の徴収に
関する条例等の一部を改正する条例

令和２年３月に公布された地方税法等の一部を改正する法律の
施行に伴い、延滞金の割合の特例を見直すため、関連する３つ
の条例を一括して改正しました。

R2.12.28 R3.1.1
財政課、長寿
介護課、国保
年金課

47 島田市印鑑条例の一部を改正する条例
印鑑登録原票の登録事項及び印鑑登録証明書の記載事項から性
別を削除するため、条例の一部を改正しました。

R2.12.28 R3.3.1 市民課
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48
島田市指定居宅介護支援の事業の人員及び運
営に関する基準等を定める条例の一部を改正
する条例

令和２年６月に定められた指定居宅介護支援等の事業の人員及
び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正
する省令の施行に伴い、管理者要件の適用の猶予期間を延長す
るとともに、やむを得ない理由がある場合には主任介護支援専
門員を管理者としない取扱いを可能とするため、条例の一部を
改正しました。

R2.12.28
R3.4.1

（原則）
長寿介護課

49
島田市国民健康保険税条例の一部を改正する
条例

令和２年３月及び同年９月に公布された地方税法施行令の一部
を改正する政令の施行に伴い、国民健康保険税における基礎課
税額等の課税限度額を改めるとともに、減額措置に係る軽減判
定基準及び長期譲渡所得等に係る課税の特例を見直すため、条
例の一部を改正しました。

R2.12.28
R3.4.1

（原則）
国保年金課

50 島田市川根温泉条例の一部を改正する条例
川根温泉に置く施設を整理するとともに、一部の施設を除き、
休館日を毎週火曜日に変更するため、条例の一部を改正しまし
た。

R2.12.28 R3.1.1 観光課

51
島田市都市計画下水道事業受益者負担に関す
る条例及び島田市公共下水道事業区域外流入
分担金徴収条例の一部を改正する条例

令和２年３月に公布された地方税法等の一部を改正する法律の
施行に伴い、下水道事業受益者負担金及び区域外流入分担金の
延滞金及び加算金について見直すため、関連する２つの条例を
一括して改正しました。

R2.12.28 R3.1.1 下水道課

52
島田市病院事業の設置等に関する条例の一部
を改正する条例

新病院の開院に伴い、病床数を５３６床から４４５床とし、使
用料及び手数料の種類及び額を見直すため、条例の一部を改正
しました。

R2.12.28
R3.5.2

（原則）
経営企画課、
医事課

53 島田市議会委員会条例の一部を改正する条例
病院の名称変更に伴い、厚生教育常任委員会が所管する部署の
名称を変更するため、条例の一部を改正しました。

R2.12.28 R3.5.2 議会事務局
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